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保育所・幼稚園・認定こども園につきましては、原則開所します。 

なお、各園で新型コロナウイルスへの感染・発症、感染疑いがあった場合は、市が県や各園と十

分相談のうえ、各園の臨時休園や登園自粛要請について判断を行ないます。 

各園では、感染拡大防止のためにこれまで以上に対応いただいているところですが、卒園式等の

行事については、実施方法の変更や延期または中止となる場合があります。 

保護者の皆様におかれましても、家庭での感染防止に努めていただきますようよろしくお願いしま

す。 

また、感染拡大防止のための重要な時期であることを踏まえ、園の利用に当たっては、以下の点

につきましてご協力をお願いします。 

１ 登園前にお子さんの体温測定を必ずしてください。発熱（37.5度以上）が認められる

場合は、利用できません。   

2   お子さんに過去発熱等が認められた場合は、解熱後 24時間以上経過し、呼吸器

症状が改善傾向となるまでは、利用できません。 

3   発熱（37.5度以上）が認められる保護者等による送迎は、控えてください。やむを得

ない場合は、事前に園に連絡してください。 

4  小学校、中学校等の休校措置に伴い、保育士等の不足が見込まれ、通常の体制で

の教育・保育の提供が困難となることが懸念されます。 

※上記の市からの通達を受け園としてもできる限り対策をしていきたいと思いますので、ご理解ご協力

をお願い致します。 

 

5 ３７．５度以上の発熱等があった場合、至急お迎えの連絡をさせていただきますので、
迅速にお迎えが出来る体制をお願いします。 

6 お仕事が休みの場合、家庭保育が可能の方は、園を休んで頂くようお願いします。 

7 園児本人の家族が発熱などの症状があった場合、園児本人も欠席をして頂く措置を
とらせて頂く事もあります。 

 

各家庭で保育が可能な場合は、ご協力くださいますようお願いいたします。 

また、送迎時間についても可能な範囲でご協力をお願いします。 

 

SNS上で、新型コロナウイルス感染症に対する誤った情報が拡散されています。厚生労働省が発

信する情報など、発信元が信頼できるものを確認して情報を得ていただきますようお願いいたしま

す。 
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